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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

二

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
政
令
で
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

イ

当
該
区
域
に
、
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
（
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
貯
蔵
所
、
製
造
所
又
は
取
扱
所
（
同
法
第
十

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
除
く
。
以
下
「
石
油
貯
蔵
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
石
油

の
貯
蔵
量
及
び
取
扱
量
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
計
し
て
得
た
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
政
令
で
定
め
る
基
準
貯
蔵
・
取
扱
量

で
除
し
て
得
た
数
値
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
事
業
所
に
お
い
て
定
置
式

設
備
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
政
令
で
定
め
る
基
準
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
値
が
一
以
上
と
な
る
事
業
所
を
含
む
二
以
上
の
事
業
所
が
所
在

し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
石
油
貯
蔵
所
等
を
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
の
事
業
所
に
お
け
る
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱

量
を
合
計
し
た
数
量
を
政
令
で
定
め
る
基
準
総
貯
蔵
・
取
扱
量
で
除
し
て
得
た
数
値
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
す
べ
て

の
者
の
事
業
所
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
を
合
計
し
た
数
量
を
政
令
で
定
め
る
基
準
総
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し

た
数
値
が
一
以
上
と
な
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
区
域
に
所
在
す
る
特
定
の
事
業
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
災
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
の
た
め

の
特
別
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
当
該
区
域
に
つ
い
て
一
体
と
し
て
防
災
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ

石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
を
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
総
貯
蔵
・
取
扱
量
で
除
し
て
得
た
数
値
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
を
イ
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
総
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
値
が
一
以
上
と
な
る
事
業
所
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業

所
に
つ
い
て
災
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
区
域

ハ

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域

三
～
十

（
略
）

（
経
過
措
置
の
命
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的

に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

１
・
２

（
略
）

３

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川

又
は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表一

～
二
の
二

（
略
）

三

室
蘭
地
区

北
海
道
室
蘭
市
陣
屋
町
一
丁
目
、
陣
屋
町
三
丁
目
、
幌
萠
町
、
本
輪
西
町
一
丁
目
、
港
北
町
一
丁
目
、
仲
町
、
御
崎
町
一
丁
目
、
茶
津
町
及
び
入

江
町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

四
～
五
十
二

（
略
）

五
十
三

下
松
地
区

山
口
県
下
松
市
東
海
岸
通
り
、
大
字
東
豊
井
字
宮
の
洲
、
字
恋
ケ
浜
、
字
開
作
、
字
長
浜
、
字
西
浜
、
字
小
島
開
作
、
字
新
崎
、
字
二
軒
屋
、
字

鋼
鈑
、
字
喜
重
屋
、
字
宮
の
洲
鼻
、
字
宮
浦
、
字
宮
の
洲
浜
及
び
字
宮
浜
、
大
字
平
田
字
鶴
ケ
浜
一
の
桝
及
び
字
東
潮
上
並
び
に
大
字
末
武
下
字
中

開
作
、
字
蔵
田
、
字
潮
入
、
字
西
潮
入
及
び
字
西
沖
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

当
該
区
域
に
隣
接
し
、
又
は
介
在
す
る
道
路
の
区

域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

五
十
四
～
七
十
五

（
略
）


